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1. はじめに 

 わが国の刑法犯認知件数は，2002年以降，一貫して減少

している 1)．その一方で，2017年の世論調査 2)で，ここ10

年間の日本の治安が，「どちらかといえば悪くなったと思う」

以上と回答した割合が 60.8%となっており，市民の犯罪に

対する不安は未だ高い． 

 こうしたなか，地方自治体（以下，自治体）は，照明灯・

防犯カメラの設置や，直轄もしくは市民によるパトロール

の実施など，様々な防犯施策に取り組んでいる．これらは，

防犯環境設計における「監視性の確保」，すなわち，犯罪の

起こりうる空間に人の目（ないしは代替設備）を配置する

ことで，犯罪の機会を減らすとともに，犯罪不安を軽減す

るという考え方に基づくものである． 

 監視性の確保は，今日の自治体が取り組む防犯施策のな

かでも中心的なものである．しかし，各々の監視性の確保

のための手段の連携は必ずしも十分ではなく，また，問題

の実態把握に基づく対応というよりは総花的な導入にとど

まる場合も多い．より効果的・効率的な取り組みに向け，

現在行われている監視性の確保のための取り組みを評価す

ることは重要な課題である． 

 監視性の確保については，これまで，監視性の計測と評

価に関する研究が行われてきた．監視性の計測については，

都市の物理的環境に着目したものとして，街路等への周辺

住宅などからの視線の計測を行ったもの 3),4)や，街灯などに

よって確保される明るさの計測を行ったもの 5)がある．人

の目に着目したものとしては，市民による防犯パトロール

活動のGPS測位 6)や，街路から視認できる人々の行動（み

まもり量）の測定 7)-9)等の手段により，監視性を計測した研

究がみられる．監視性の評価については，犯罪 10)-12)や，市

民の犯罪不安8), 9), 13), 14)への影響を評価した研究がみられる． 

 しかし，こうした研究は，特定の監視の主体だけに着目

していたり，監視の主体を区分していない点に課題がある．

今日，都市における監視性の確保のための取り組みは多様

化している．そのため，様々な主体を前提とした，より包

括的な監視性の計測と評価が求められる． 

本研究は，茨城県つくば市でのケーススタディから，多

主体からなる監視性の確保のための取り組みを計測し，市

民による犯罪不安箇所との重ね合わせから評価すること，

また，各監視主体の特性を踏まえつつ，より効果的・効率

的な監視性の確保のための改善案を示すことを目的とする． 

 

2. 研究の方法 

(1) 対象地 

 本研究は茨城県つくば市の中心地区を対象とする（図1）．

当地区は，筑波研究学園都市の中心部として整備された地

区であり，公共施設，商業施設や集合住宅を含む大街区と，

それらを連結する歩行者専用道路（ペデストリアンデッキ，

以下「ペデ」）と道路，公園，駅などで構成されている．当

地区は，つくば市の中心部であり，歩行者交通量の多い地

区であるが，ニュータウン特有の低密さや緑地の多さに加

え，近年では，商業施設の撤退や集合住宅（公務員官舎）

の大規模な廃止による空き家の発生等の問題があり，市民

の夜間歩行時の不安が問題視されている． 

当地区で行われる監視性の確保のための取り組みには，

つくば市が行う照明灯や防犯カメラの設置，青色防犯パト

ロール(1)の実施，地域住民によるパトロールなどに加えて，

「ジョグパト(2)」などの特徴的な取り組みがある． 

(2) 監視性の計測と主体別の特性の把握 

 (I) 対象とする監視の目の主体 

 監視性の概念は，機械監視（照明灯，防犯カメラ等），組 
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図1 研究対象地域 

織監視（防犯パトロール等），自然監視（市民の生活を通し

た人の目）の3種で構成される 15)．本研究では，これらを

網羅的に把握する． 

機械監視としては，茨城県とつくば市が設置する道路照

明灯と防犯灯（以下，「照明灯」と総称），つくば市が設置

する防犯カメラを対象とする． 

組織監視としては，つくば市が行う「防犯・環境美化サ

ポーター(3)」による徒歩パトロールと青色防犯パトロール，

住民による「自警団」，地元企業や団体を中心とした会員か

ら構成される「つくばセンター地区活性化協議会（以下，

「協議会」）」による防犯パトロールを対象とする（自警団

は，対象地区を主な活動拠点とする3団体の内，調査への

協力が得られた1団体を対象とする）． 

自然監視としては，通行人や沿道活動者による人目と，

防犯目的に特化しない活動であるジョグパトを対象とする． 

 (II) 使用するデータ 

 各主体による監視の目の分布を示すGISデータとヒアリ

ングデータを使用する．GIS データは，市からの提供デー

タ，GPSによる測位データ，地図指摘，現地観察等をもと

に，監視の主体別に作成した．ヒアリングは，2017年9～

12月に行った．主体別の監視性の具体的な計測・加工方法

とヒアリング調査の概要等について，表1に整理する．な

お，先行研究 16)より犯罪不安箇所を把握するのに妥当と考

えられる10mメッシュを，集計・分析の単位とする． 

 (III) 分析 

 GIS データ化された監視の目の地理的分布の特徴を比較

し，ヒアリングの結果を踏まえて考察を加える． 

(3) 市民の犯罪不安箇所の把握 

 (I) 市民アンケート調査 

 市民の犯罪不安箇所を把握するため，表2の内容のアン

ケート調査を市と共同で実施した．アンケート調査の回答

者は，夜間に不安を特に感じやすい属性として，若年女性

とした．アンケート調査では，つくば駅を中心とする南北

地区の地図（縮尺1/6000，A3サイズ）を用意し，「夜間に

防犯上の不安を感じる道」を地図指摘法 17)で求めた．指摘

の数には制約を設けず，地図上の不安箇所を任意の図形で

囲い，その理由について自由記述で記入してもらうことに

よって，犯罪不安箇所とその理由を把握した． 

 (II) 分析 

 地図上で指摘された領域をGIS上でポリゴンデータ化し，

重ね合わせることにより，不安の集中箇所を明らかにする．

この際，本研究と同様に，GIS を用いて犯罪不安箇所の分

析を行った先行研究に倣い，10mメッシュを集計・分析の

単位とする 16)．具体的には，以下の手順で作業を行う． 

表1 各監視の目の計測方法とデータ加工方法 

監視の目の種類 計測方法 データ加工方法 

機械 
監視 

照明灯 
市へのヒアリング調査：2017.12.8(金)10:00-10:50 

市から提供された設置箇所の地図資料を見ながらGISソフトウ
ェア上で手入力． 防犯カメラ 

組織 
監視 

防犯・環境美化 
サポーター 

GPSロガーによる行動調査：2017.7.31(月) - 9.5(火) 
市へのヒアリング調査：2017.12.8(金)10:00-10:50 

GPSログデータを元にバンド幅100m，セルサイズ10mのカーネ
ル密度推定を行い，GPSログの集中箇所を可視化． 

自警団 
パトロールへの同行調査（GPSロガーでのルート把
握）：2017.9.5(火)15:00-15:30，9.9(土)18:00-18:23 
代表者へのヒアリング調査：2017.9.5(火)15:30-16:15 

パトロールへの同行で得られたGPSログから，活動ルートをGIS
ソフトウェア上で手入力． 

協議会 
パトロールへの同行調査（GPSロガーでのルート把
握）：2017.9.20(水)15:30-16:30 
代表者へのヒアリング調査：2017.9.20(水)14:45-15:15 

パトロールへの同行で得られたGPSログから，活動ルートをGIS
ソフトウェア上で手入力． 

自然 
監視 

通行人や沿道
活動者からの

人目 
みまもり量調査(4)：2017.9.11(月)18:00-23:00 

文献 18)に従い，道路リンクごとに記録した歩行者，自転車，自動
車，沿道活動者（道路から約10m以内で活動する人）の数に，移
動速度に応じて監視性が確保される時間量を考慮した重み付け
を行い，みまもり量を算出．1時間ごとに算出し道路リンクの属
性データとして入力． 

ジョグパト 

アンケート調査：2017.9に実施．活動実態と活動ルー
トの地図指摘を求めるもの．対象地域における活動登
録者全144名に郵送配布し，69部を回収（うち地図記
入あり45） 
活動会(5)でのヒアリング調査：2017.12.9(土)8:00-9:00 

① 地図指摘で記入された図形を手入力しGISデータ化する． 
② 対象地域全体に10mメッシュをかける． 
③ 地図指摘の図形と10mメッシュをオーバーレイし，メッシュ

の各セルと重なる図形の数をセルごとに集計する． 
④ 活動頻度の設問への回答に応じて月当たり活動回数に換算し

て重み付け集計． 
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表2 市民アンケート調査の概要 

実施時期 2016.10. 

母集団 
つくば市中心部(6)に 2016.8.1 時点で住民票をおく
16〜39歳の女性，3212名 

標本抽出方法 全数調査 

配布回収方法 
郵送配布，郵送回収 
（事前・事後はがき，謝礼あり，広報掲載） 

配布数 3187（住所該当なし，調査拒否を除く） 

回収数 1593 

回収率 50.0% 

 

表3 セルごとの監視の目の期待値推定のための 

データ処理方法 

監視の目の種類 処理方法 

機械 
監視 

照明灯 
すべての照明灯・防犯カメラから30mのバッ
ファを作成し，10m メッシュの各セルと（一
部）交差するバッファの数を集計（有効な監
視性が確保される距離を30mと仮定） 

防犯カメラ 

組織 
監視 

防犯・環境美化 
サポーター 

18 時以降のGPS ログ取得地点から 30m のバ
ッファを作成し，10mメッシュの各セルと（一
部）交差するバッファの数を集計（パトロー
ルの際に見通せる距離を30mと仮定） 

自警団 パトロールルートから30mのバッファを作成
し，10m メッシュの各セルと（一部）交差す
るバッファの数を集計（パトロールの際に見
通せる距離を30mと仮定） 

協議会 

自然 
監視 

通行人や沿道活
動者からの人目
（みまもり量） 

道路リンクごとにみまもり量の累積値を集
計． 

ジョグパト 
活動時間が18時以降の地図指摘に限定し，活
動頻度で重み付けした指摘数を10mメッシュ
のセルごとに算出． 

 

① 記入された地図をスキャナで取り込んだ後，記入図形

を手入力し，GISのポリゴンデータを作成する． 

② 対象地域全体に10mメッシュをかける． 

③ ポリゴンデータと10mメッシュをオーバーレイし，メ

ッシュの各セルと（一部）交差する図形の数をセルご

とに集計する． 

また，自由記述の不安理由を見ることで，不安の集中す

る要因について考察する． 

(4) 不安箇所との比較からみた監視の目の評価 

 測定された監視の目がどの程度市民の不安箇所に対応し

ているかを明らかにするため，両者の地理的一致度をみる．

各監視の効率性を比較するため，以下の作業を行う． 

① 対象地域（東西南北大通りに挟まれた矩形領域）に10m

メッシュをかける． 

② 各セルに，アンケート調査から把握された不安箇所の

指摘数と，監視の目の期待値のデータを格納する． 

③ セルに格納された監視の目の期待値のセルの上位何％

の個数で，不安指摘数の何％がカバーされるかを見る． 

 なお，計測された監視の目のデータから，10mメッシュ

のセルごとの監視の目の期待値を推定するため，表3に示

す処理を行った．機械監視，組織監視については，文献 19)

を参考として，防犯上有効な監視性が確保される距離を

30mと仮定して集計を行った．みまもり量については，監

視の目の計測を道路リンク単位に行い，集計しているため，

上記の作業をセルではなく道路リンク単位で行った． 

(5) 監視の目の再配分方針案の作成と検討 

 ここまでの作業を踏まえ，現状において確保されている

監視性の問題点の整理と，将来の監視の目の配分方針を検

討する．具体的には，現状における監視の目が重複・不足

する箇所と，各監視主体の活動意向を踏まえ，実現性が高

く，効果が見込める改善案を提示する． 

 

3. 監視性の計測と主体別の特性の把握 

(1) 機械監視 

(I) 照明灯 

 照明灯は，国県道の交差点付近，また，住区内の道路や

ペデに比較的密に分布していた（図2）． 

 市へのヒアリングを元に考察すると，この分布傾向の要

因としては，照明灯の設置主体（国県道は県，市道は市）

による設置方針の差がある．県と市はいずれも国土交通省

の定めている設置基準 20)に従い，信号のある交差点を中心

として主に車道を照らす目的の道路照明灯を設置している．

市は，それに加え，市民の要望に合わせて市道に防犯灯を

設置している．そのため，歩行者が多く，また照明灯設置

への要望が強い市道であるペデなどで，照明灯の分布が密

になっていると考えられる．一方，県が管理する国県道は

他の市町村にもまたがっているため，公平性の観点から，

県は，市民からの要望があっても特定の市町村のみに道路

照明灯を重点的に設置することは難しい．このことが，国

県道において交差点以外への設置が見られないことの要因

となっていると考えられる． 

(II) 防犯カメラ 

 防犯カメラは，つくば駅付近のペデやバスロータリー，

また，公園や小学校の周辺に集中が見られた（図3）． 

 市へのヒアリングによると，防犯カメラの設置場所は，

市の防犯カメラ設置要綱・ガイドラインに基づき，警察が

選定し市に提案している．警察の選定基準としては，「直近

5 年間の犯罪集中箇所」とされているが，実際にはペデや

駅前で明確な犯罪の集中が見られるわけではないため，警

察が防犯の観点から重要な地点だと判断する場所に設置さ

れていると考えられる．また，ペデには，防犯カメラの設

置柱となる照明灯が密に分布していることも，集中の一因

となっている． 

(2) 組織監視 

(I) 防犯・環境美化サポーター 

 防犯・環境美化サポーターによるパトロールは，つくば

駅付近や駅に接続する道路，公園や小学校の付近に集中し

ているが，対象地区全域に幅広く分布している（図4）  

 この分布について，ヒアリングを元に考察する．防犯・

環境美化サポーターは市からの委託を受けてパトロールを

行っているが，防犯パトロールの際に，駐車場，コンビニ

エンスストア，金融機関，学校を重視することのみが定め

られている．具体的なルートや回り方については，当日の

パトロール従事者に任せられているが，実際には当日のパ

トロール従事者が，前後のシフトや同シフトの他の従事者
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と方角が重複しないように配慮している．これらのことが，

つくば駅付近や小学校に集中しつつも，全体的に幅広い分

布となっている理由と考えられる． 

(II) 自警団 

 自警団によるパトロールは，比較的狭い範囲を回るルー

トとなっていた（図5（右下部分））． 

対象とした自警団は，昼パトロールと夜パトロールの 2

つを行っている．昼パトロールの活動は，毎週火曜日に有

志の参加者が行っており，夜パトロールの活動は，自治会

の班交代で毎月上旬に1回行っている．昼パトロールのル

ートは自警団が警備の対象とする地区周辺を回るルートで

あり，夜パトロールのルートは活動者の自宅周辺を回るル

ートである．いずれも，地区内の問題確認と市への報告，

地区内のつながりを強くすること，周囲に対して人の目を

アピールすることを目的に行われる活動である．住民が自

らの地区で自らの地区のために行う活動であることが，図

5のような狭い範囲に活動が集中する理由と考えられる． 

(III) 協議会 

 協議会によるパトロールは，2 ルートで，自警団よりも

広域に渡って行われていた（図5）． 

協議会のパトロールは，毎週水曜日の昼～夕にかけて，

A〜D 班（各班 3 社ずつ）の持ち回りで行っており，A ル

ート（北部）とBルート（南部）を毎週交互に回っている．

各ルート3kmほどであり約1時間で回る．これらのルート

は，2011年の活動開始時に，担当者が実際に現地を歩いて

検討した上で設定されたものである．パトロールは犯罪へ

の抑止力となることを目的としていることから，幅広く人

の目の存在を知らしめるため，中心地区全体をバランス良

く回るルートが採用されたと考えられる． 

(3) 自然監視 

(I) みまもり量 

 みまもり量は，時間帯によって分布の傾向が異なってい

た．計測は18時～23時に行ったが，ここでは18時台と22

時台についてのみ示す（図 6，7）．全般的には，つくば駅

から接続する道路やペデで，他の道路と比較して高い値と

なっている．これは駅から帰宅する人々が多く，それらの

通行者による人の目が多く計測されているためである． 

 時間帯別にみまもり量を見ると，18時台（図6）では，

つくば駅付近やペデで100mあたり15人以上のみまもり量

となっている．しかし，この時間帯でも，駅から距離の離

れた大通りや住宅街（主要道路に挟まれた矩形領域の四隅

部分）では，100m あたり 1 人以下となる道路リンクもあ

る．22時台（図7）では，全体的に18時台と比較して値が

低くなっている．100m あたり 5 人以上の値をとる道路リ

ンクはほとんどなくなり，多くの道路リンクで 100m あた

り1人以下となっている．図は省略するが，18時～23時の

他の時間帯の計測結果も踏まえると，みまもり量は，時間

が遅くなるにつれて，中心部から距離の離れている大通り

や住宅街の道路から値が低くなっていく傾向がみられた． 

(II) ジョグパト 

 ペデ上に最も集中が見られるが，西大通りでも比較的多

い（図8）． 

図2 照明灯の 

設置箇所 

図3 防犯カメラの 

設置箇所 

図5 自警団・協議会の

活動場所 

図6 みまもり量（18時台） 図7 みまもり量（22時台） 図 8 ジョグパト活動場所

（重み付け後．18時以降） 
図9 市民の犯罪不安箇所 

図4 防犯・環境美化サポータ

ーの活動場所（18時以降） 
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 ヒアリングからは，ペデを含む高い値をとった道路は，

明るい，路面の凹凸が少ないといった，ジョグパト活動者

の本来の目的であるジョギングのルートとして選定されや

すい要因があると考えられた． 

 

4. 市民の犯罪不安箇所 

 アンケート調査で地図指摘によって得られた，夜間にお

ける市民の不安箇所の分布図を図9に示す．対象地域全域

に不安の指摘が存在するが，その指摘数には幅があり，市

民が犯罪不安を感じる場所には一定の集中傾向があること

が見て取れる．具体的に集中する場所を見ていくと，駅か

ら離れた大通り（東大通り南部と西大通り北部）で最も多

くの集中が見られ，ペデの南部でも集中が見られた． 

 自由記述形式で記入された不安理由では，「街灯が少ない」

など暗さに関連するものや，「夜間の人通りが少ない」など

ひと気のなさに関連するもの，「木がしげっている」などみ

どりの繁茂に関連するものが多く見られた．このことから，

大通り沿いやペデ南部は，夜間の暗さやひと気のなさ，植

栽の管理の問題から，不安箇所が集中したと考えられる． 

 

5. 不安箇所との比較からみた監視の目の評価 

 市民による不安箇所を，様々な監視の目がどの程度カバ

ーできているのかを知るため，各監視の目の不安箇所カバ

ー率を求めた(7)（図 10）．図 10 は横軸が各監視の目の期待

値が高いセルからの上位個数パーセンテージ，縦軸が，そ

の累積セルによってカバーされる不安箇所指摘数の累積パ

ーセンテージを示している．グラフ形状が上に凸なほど，

その監視の目の種類が，不安箇所をより効率的に監視して

いることを示す（効率性）．また，各グラフの上限値は，各

監視の目により全体でどの程度不安箇所をカバーできてい

るかを示す（網羅性）．以下では，効率性と網羅性の観点か

ら，各監視の目を評価していく．なお，自警団については，

パトロールルート上で滞在時間にほとんど差がなく，グラ

フ形状は直線となるため，網羅性のみを議論の対象とする．

また，活性化協議会のパトロールは昼に行われるものであ

るため，夜間の不安箇所とは対応しないと考え，ここでは

分析から除いた（自警団の昼パトロールも同様）． 

(1) 機械監視 

 照明灯の効率性については，比例に近い形状となってい

る．これは，照明灯の多寡にかかわらず不安箇所が同数程

度存在していることを示す（図2と図9を参照）．この結果

は，照明灯が市民の不安箇所とはあまり関係なく設置され

ていることを示唆する．照明灯の網羅性については，照明

灯による監視の目の期待値が高いセルから累積 100%にな

った時点での不安箇所カバー率が70%強と，比較的高い値

となっている．これは，照明灯が対象地域内に幅広く分布

しているためと考えられる． 

 防犯カメラについても，グラフ形状はほぼ直線で，効率

性については良いとも悪いともいえない（図3と図9を参

照）．網羅性については，カバー率5%以下となっている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図10 各監視の目による不安箇所のカバー率 

 

防犯カメラが設置されている場所は対象地域内において限

られていて監視の範囲が狭いため，ほとんど不安箇所をカ

バーできていないものと考えられる． 

(2) 組織監視 

 防犯・環境美化サポーターの効率性についても，ほぼ比

例の形のグラフとなっている．多くパトロールを行ってい

る場所でも，あまりパトロールを行っていない場所でも不

安の指摘は同程度と考えられる（図4と図9を参照）．網羅

性については，カバー率が80%近くまで達しており，他の

ほとんどの監視の目よりも多くの不安箇所を網羅できてい

る．これは，地域全体の不安箇所を広域にパトロールでき

ているためだと考えられる． 

 自警団（夜パトロール）は，特定の地区に絞った活動を

行うため，対象地域全体に対する網羅性は 4%程度と低い

（図5と図9を参照）． 

(3) 自然監視 

 みまもり量の効率性については，若干上に凸の形状であ

り，不安箇所を効率よく見守る主体となっている．網羅性

については，監視主体の中で唯一，配置が 100%の時点で

の網羅性が 100%となった．これは，対象とした道路リン

クにおいて，18時台〜22時台までにまったく人通りのない

道路はなかったためである（図6，7と図9を参照）．程度

の差はあるものの，今回みまもり量調査を行った道路リン

クでは，すべての不安箇所に対して市民の自然な監視の目

は確保されていると考えられる． 

 ジョグパトの効率性については，グラフ形状は上に凸で

あり，効率の良い監視が行われている（図8と図9を参照）．

特に，監視の目の期待値の高いセル（累積上位）が20%か

ら40%になる際にカバーする不安箇所が急激に増加してい

るが，この部分には，ジョギング環境が比較的良く，不安

の集中箇所となっている西大通りが含まれる．網羅性につ

いては45%程度となっている．これは市が業務委託により
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行う防犯・環境美化サポーターのパトロールには劣るが，

自警団のパトロールよりは高い値となっており，ジョグパ

トは，業務として行われるパトロールと，自治会がボラン

ティアとして行うパトロールの中間程度の網羅性を持って 

いると考えられる． 

 

6. 犯罪不安に対応した監視の目の再配分方針案の作成 

 以上の結果をもとに，主体別に監視の目の再配分方針を

示したものを表4に示す．再配分方針作成にあたっては，

各主体の特性を踏まえつつ，全体として，不安箇所に対す

る効率性と網羅性を高めることを意図した． 

 照明灯は，国県道では交差点付近にのみ設置が行われて

いる現状となっているが，国県道が不安箇所として指摘さ

れるケースは多く，それが効率性を低めている．改善策と

しては，国県道においても，交差点に限らず設置を行うこ

とであるが，前述した公平性の問題があることから県単独

での増設は難しい．そこで，国県道に面した市や民間の施

設が，道路境界部に照明灯を設置しやすくなるような取り

組みを行い，可能な場所への設置を行うこととする．これ

により，効率性と網羅性が高まると考えられる． 

 防犯カメラについては，移設が難しいこと，犯罪不安の

軽減だけでなく，犯罪抑止や捜査への貢献の役割があるこ

と，またカバーできる範囲が限定的であることから，不安

箇所に移設・新規設置していくことはあまり現実的とはい

えない．防犯カメラについては，現行のままの設置とする． 

 防犯・環境美化サポーターは，市からの委託業務として

監視を行う主体であるため，マニュアル等で指示すること

によって活動場所を変更することが比較的容易である．こ

れを活かし，他の監視の目がカバーしていない場所の監視

を行うこととする．具体的には，駅や学校の周辺など他の

監視の目と重複する場所ではなく，現状において不安が高

いが他の監視の目によってカバーされていない中心から離

れた大通り沿いを重点的に監視することとする．現状で他

の監視主体と重複している活動を，他の監視主体の活動が

なく不安が高い場所へとシフトするため，この変更により，

効率性が高まることが期待される（活動の量自体は変わら

ないため，網羅性は変わらない）． 

自警団は，自治会の範囲内や住宅の周辺でパトロールを

実施することを制約条件とした上で，そのなかで，不安箇

所を重視したルートへと変更する．自警団の活動は地域全

体からみると狭域で行われるため，全体に大きな影響はな

いが，活動地域での効率性が高くなると考えられる． 

協議会は，現状の対象地域内を幅広く回るルートを維持

したまま，現在昼～夕に実施されているパトロールの実施

時間帯を，夜間に変更する．協議会へのヒアリングでは，

パトロールの参考とする情報があればその情報に合わせて

変更してもよいという意見も聞かれたため，時間帯を夜間

に変更することも可能と考えられる．  

 みまもり量については，夜間の通行者や沿道活動者の数

を増やすことは難しいため，現状のままとする． 

表4 不安箇所に対応した監視の目の再配分方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図11 監視の目の再配分による改善策 

 

ジョグパトについては，活動者に対して，ジョギング環

境の良い経路のなかで，市民が不安を感じているが他の監

視主体による活動が不十分な箇所を情報提供することで，

行動変容が見込める可能性がある．そもそも監視はジョグ

パトの主目的ではないが，他地域の事例では，警察が犯罪

発生の予測される箇所をジョグパト活動者に提供している

例 21)もあり，不安箇所を情報提供することには一定の実現

性があると考えられる．この提案も，活動の総量は変更せ

監視の目の種類 配分方針 

機械 
監視 

照明灯 国県道沿いの市や民間敷地に増設． 

防犯カメラ 現状のまま． 

組織 
監視 

防犯・環境美化 
サポーター 

他の監視の目がカバーしていない場所で活動
を行う．駅や学校の周辺などは他の監視の目と
重複するため行わないこととする． 

自警団 
自治会の範囲内や住宅の周辺であることは維
持．その上で不安箇所で重点的に活動を行う． 

協議会 
ルートは現状のものを維持．時間帯を夜間に変
更する． 

自然 
監視 

通行人や沿道活
動者からの人目
（みまもり量）） 

現状のまま（夜間においては操作することが難
しいため）． 

ジョグパト 
ジョギング環境が良い経路の中で，不安箇所を
情報提供し，一定の行動変容を促す． 
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ず，活動場所を変更するものであるため，効率性の向上に

寄与する． 

 以上の監視の目の再配分方針をもとに，対象地域におい

て不安箇所をカバーする監視の主体を対応づけたものが図 

11である．各監視の目の特性を踏まえつつ，お互いの位置

関係を考慮した配置変更を行うことで，対象地域内の不安

箇所をより効率的・網羅的にカバーできる形となる． 

 

7. 結論 

 本研究では，つくば市中心部でのケーススタディから，

多主体からなる監視性の確保のための取り組みを計測・評

価した．その結果，監視の主体別の活動パターンと，犯罪

不安箇所との地理的対応関係を示した．また，評価の結果

と，監視の主体別の特性を踏まえた上での，監視の目の再

配分による改善策を示した． 

本研究はつくば市中心部における事例研究であるが，客

観的な指標を用いた計測と評価，改善という考え方は，他

地域でも参考になるものと考えられる．  

 実際に本研究で提案した監視の目の再配分を行うために

は，各主体間での情報共有と連携が欠かせない．どのよう

な方法で改善策を実施していけるかを検討することは今後

の課題である．また，今回の対象地域では問題が大きくな

かったが，防犯対策の主目的のひとつは犯罪そのものの抑

制である．犯罪抑制を目的とした場合の適切な監視性の確

保のあり方を明らかにすることも今後の課題といえる． 
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【補注】 

(1) 自動車に青色回転灯を装備して，専ら地域の防犯のために行うパトロ

ール活動．「青パト」と略して呼ばれることが多い． 

(2) ジョギングパトロールの略称．日頃のジョギングやウォーキング，ペ

ットの散歩などを行う際に，専用のビブスを着用することで，人の目

をアピールする防犯ボランティア活動． 

(3) つくば市に 1 年の任期で雇用され，建設部防犯交通安全課の防犯パト

ロール，生活環境部環境課の環境美化及び路上喫煙防止活動，廃棄物

対策課の不法投棄抑止活動等を行っている． 

(4) 建築研究所発行の「防犯まちづくりのための調査の手引き」18)で紹介さ

れている，人目の多寡を場所別，時間別に定量的に把握するための調

査手法．この手法では，調査員が調査ルートを巡回しながら通行量を

把握するため，通常行われる定点での通行量調査のように歩いている

人の数だけではなく，路上で立ち話をしている人や沿道で作業してい

る人など，留まっている人も含めて自然監視を把握することが可能で

ある． 

(5) 月に 1 回のペースでジョグパト登録者が集まって活動する機会をつく

ば市が設けている．登録時のメールアドレスに市から参加者募集の連

絡があり，希望者が参加する形をとっている． 

(6) 図 1 に示す東西南北大通りに含まれるおよびそれに隣接する町丁目に

居住する住民を対象とした． 

(7) みまもり量調査だけは，対象地域に対する網羅的な調査ではなく，調

査箇所が限定されている．そこで，みまもり量調査の評価のためには，

みまもり量調査が行われた道路リンクに含まれる不安箇所の指摘数を

カバー率計算の母数とした． 
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